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１ モニタリングに関する基本的事項 

 

（１）モニタリングの目的 

指定管理者制度は，地方自治法に定める公の施設について，民間活力により住民

サービスの向上や経費節減を目的に創設された制度であり，議会の議決を経て指定

された団体が市に代わって公の施設の管理運営を行うものです。 

しかしながら，市は，指定管理者制度を導入しても，当該施設の管理者であるた

め，サービスが市民ニーズに合致しているかを検証し，市民ニーズと事業者の実施

する事業が乖離することのないように努めなければなりません。 

そのため，指定管理者制度を導入した施設について，施設の管理が適正かつ確実

に履行され，住民サービスの向上が図れているかなどを確認・評価する「モニタリ

ング」を実施する必要があります。 

そこで，指定管理者制度を導入している公の施設について，モニタリングを行う

際の事務処理の適正化等に資することを目的として，運用上の基本的な考え方や標

準的な実施方法について本マニュアルを定めることとします。 

指定管理者制度を導入した施設を所管する課（以下「施設所管課」という。）に

おいては，本マニュアルの趣旨に沿って，指定管理者の施設の管理・運営状況につ

いて確認及び評価を行い，必要に応じて改善に向けた指導や助言等を行うことで，

当該施設の適正な管理やサービスの向上を図ってください。 

 

 

（２）モニタリングの仕組み 

モニタリングは，下図のとおり 3 つの視点で行う基礎的なモニタリングとそれら

を基に行う総合評価により構成されます。市は，その結果に基づいて，適当でない

事項については指定管理者に対して改善を指示するとともに，その結果を公表する

ものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総
合
評
価 

市によるモニタリング 

セルフモニタリング 

第三者によるモニタリング 

業務の履行状況確認・評価／定期的な

報告を求めること 

例月・年次報告書の作成／自己評価／

苦情・要望等への対応 

利用者の満足度調査／利用者会議／

第三者機関による評価 

【モニタリングの仕組み】 
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（３）モニタリングを実施する際のポイント 

① 役割の明確化 

指定管理者制度は，公の施設の管理運営を通じて施設の設置目的を達成する

ための手段として運用する制度です。したがって，市が目指す施設の在り方を

明確にして指定管理者に示す必要があります。 

施設管理課は，これらを十分に認識した上で，指定管理者が担う役割を明確

にし，的確に評価を行うものとします。 

② 業務の履行状況の確認 

施設の管理運営が法令に基づき適切に実施されているか，市が求めた業務の

要求水準を満たしているかを定期的に確認する必要があります。 

施設所管課は，指定管理者から提出された事業計画及び事業報告等による年

次ごとの確認のほか，必要に応じて，例月業務報告書の確認や実地確認を行う

など，適切な手段により履行状況を確認します。 

③ サービスの質の評価 

指定管理者が提供するサービスの質については，上記の履行状況の確認だけ

では把握できません。 

施設所管課は，指定管理者による自己評価のほか，アンケート調査による利

用者満足度の把握，利用者会議等による積極的な意見集約，その他苦情及び要

望等の対応状況等を確認し，できる限りサービスの質を見える化し，継続的な

サービス改善につなげていきます。 

④ 継続性・安定性に関する評価 

指定管理者により，サービスが継続的，安定的に提供されているかについて，

収支の状況や事業計画と実績との比較等により定量的に評価します。 

施設管理課は，事業報告書に記載されている指定管理業務に関する経理の状

況が，事業計画の収支計画と乖離していないかを確認します。 

また，必要に応じて，指定管理者である団体等の財務状況が継続的・安定的

にサービスを提供できる状態にあるかどうかを確認します。 

⑤ モニタリングの効果的な運用 

モニタリングの実施が形式的なものになっては ，市と指定管理者双方にと

っての負担となるだけです。 

モニタリングの成果を指定期間内における管理運営の改善に活用する仕組

みを確立することが重要です。モニタリングをＰＤＣＡサイクルのチェック機

能として，その結果を事業計画等に反映させ，指定管理者の継続的な改善を図

っていくものとして運用します。 

 

（４）モニタリングと法令の関係 
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指定管理者制度導入施設については，適正な業務の遂行を確保するために，地方

自治法や条例等において，モニタリングに関する事項が規定されています。 

 

［地方自治法］ 

� 指定管理者は，毎年度終了後，市に対して事業報告書を提出しなくてはなり

ません。 

� 市は，指定管理者の業務や経理の状況に関し報告を求め，実地調査や必要な

指示を行うことができます。 

� 市は，市の指示に指定管理者が従わないとき等には，指定を取り消すことが

できます。 

 

［地方自治法］ 

（公の施設の設置，管理及び廃止） 

第 244 条の 2 

７ 指定管理者は，毎年度終了後，その管理する公の施設の管理の業務に関し事業

報告書を作成し，当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければな

らない。 

10 普通地方公共団体の長又は委員会は，指定管理者の管理する公の施設の管理の

適正を期するため，指定管理者に対して，当該管理の業務又は経理の状況に関し

報告を求め，実地について調査し，又は必要な指示をすることができる。 

11 普通地方公共団体は，指定管理者が前項の指示に従わないときその他指定管理

者による管理を継続することが適当でないと認めるときは，その指定を取り消し，

又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 

 

［条例］ 

� 指定管理者は，毎年度終了後 30 日以内に，管理業務の実施状況及び利用状況

等を記載した事業報告書を提出しなければならないと規定されています。 

 

［守谷市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例］ 

（事業報告書の作成及び提出） 

第 6条 指定管理者は，毎年度終了後 30 日以内に，その管理する公の施設に関する

次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し，市長に提出しなければならない。

ただし，年度の途中において第 8 条第 1 項の規定により指定を取り消されたとき

は，その取り消された日から起算して 30 日以内に当該年度の当該日までの間の事

業報告を提出しなければならない。 

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況 

(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績 
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(3) 管理に係る経費の収支状況 

(4) 前 3 号に掲げるもののほか，管理の実態を把握するために必要なものとして

市長が定める事項 

（業務報告の聴取等） 

第 7 条 市長は，公の施設の管理の適正を期するため，指定管理者に対し，その管

理の業務及び経理の状況に関し定期に，又は必要に応じて臨時に報告を求め，実

地に調査し，又は必要な指示をすることができる。 
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２ モニタリングの方法 

 

（１）モニタリングの方法及び実施時期等 

モニタリングは，以下の方法の組合せにより，原則として全ての指定管理者制度

導入施設を対象に実施することとします。 

なお，モニタリングの具体的な手段や評価内容等については，市と指定管理者で

協議した上で決定していきます。 

 

【モニタリングの手法及び実施時期の例】 

モニタリングの種類 
役割分担 

時期等 
指定管理者 施設管理者 

市によるモニタリング 

１ 例月業務報告書 作成 確認 毎月終了後 

２ 年次事業報告書 作成 確認 翌年度 5 月末まで 

３ 総合評価 作成 評価 翌年度 6 月末まで 

４ 連絡会議 両者で協議 定期・随時 

セルフモニタリング 

５ 日報 作成 確認 必要に応じ 

６ 苦情・要望への対応状況 作成 確認 必要に応じ 

第三者によるモニタリング 

７ 施設利用の満足度調査 必要に応じ 実施 定期 

８ 利用者会議 実施 実施 必要に応じ 

９ 第三者評価   期間内に 1度 

 

 

（２）モニタリング方法の概要 
 

①例月業務報告書 

実施主体 内容等 時期 

指定管理者 � 毎月の管理業務の実施状況，施設の利用状況等を

報告する。 

毎月終了後の指

定日まで 

施設所管課 � 例月業務報告書の内容確認（必要に応じてヒアリ

ング，実地調査，改善指示等）を行う。 

 

［例月業務報告書に記載する主な項目］ 

� 管理業務の実施状況及び利用状況 

� 使用料又は利用に係る料金の収入の実績 

� 管理に係る経費の収支状況 
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� その他，協定に基づく項目 

［その他留意事項］ 

� 業務報告で示された課題等は，両者協議の上，速やかに対応できるものは本年度に

改善し，時間が掛かるものは次年度の計画等に反映させる。 

 

②年次事業報告書・③総合評価 

実施主体 内容等 時期 

指定管理者 � 事業報告書により，管理業務の実施状況，施設の

利用状況等を報告する。 

� 総合評価シートによる自己評価を実施する。 

年次事業報告書

は毎年度5月末ま

で 

総合評価は毎年

度 6月末まで 

施設所管課 � 事業報告書による実施確認，経理状況の分析によ

る事業安定性の評価を行う。 

� 総合評価シートによる施設所管課評価を実施す

る。 

� 評価結果を指定管理者へ通知し，課題の認識，取

組方針，事業計画等が妥当であるか確認する。 

［総合評価について］ 

� 総合評価は，年度ごとに指定管理者の履行状況を確認・評価し，その結果を指定管

理者にフィードバックすることで，業務の質を上げることを目的とする。  

� 評価区分及び評価基準は，総合評価シートの評価基準を参照する。 

� 総合評価シートの作成に当たっては，その根拠となる関連書類を添付する。 

 

④連絡会議 

実施主体 内容等 時期 

指定管理者 

施設所管課 

� 指定管理者と施設所管課との連絡会議を定期的

又は必要に応じて開催し，施設運営に伴う様々な

課題や調整事項等について，報告や確認，協議等

を行う。 

定期又は随時 

［利用者会議に関する留意点］ 

� 例月業務報告等に合わせ，定期的に行うことが望ましい。 

 

⑤日報 

実施主体 内容等 時期 

指定管理者 � 業務日誌として記録しておき，施設所管課が必要

と認めるときに提示する。 

毎日 

［日報に記載する主な項目］ 

� 管理業務の実施状況（施設の開館状況等） 
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� 利用状況（利用者数，利用件数等） 

� スタッフ間の事務引継事項 

� その他特記事項 

［その他留意事項］ 

� 災害，事故等の発生時には，定期報告にかかわらず，速やかに施設所管課に報告す

ること。 

 

⑥苦情・要望等への対応状況 

実施主体 内容等 時期 

指定管理者 � 利用者から受け付けた苦情・要望等について，そ

の内容や対応に関する情報を記録する。 

随時 

施設所管課 � 例月業務報告等にあわせ，内容等を定期的に確認

する。ただし，緊急に対応を要する事項は，直ち

に報告を受けるものとする。 

� ヒアリング，実地調査等を行い，改善状況を確認

する。 

定期 

［苦情・要望等への対応状況等に関する留意点］ 

� 苦情・要望等への対応状況は，できる限り利用者に知らせること。 

� 施設所管課は，改善状況について必ず確認を行うこと。 

� 施設所管課に直接寄せられた苦情・要望等については，現状を確認した上で，指定

管理者に適正な対応を取るよう指導すること。 

 

⑦施設利用の満足度調査 

実施主体 内容等 時期 

指定管理者 � 調査用紙を施設内に据え置く，来場者へ配布す

る，聞き取るなどの方法により，利用者の声を把

握する（必要に応じて実施すること）。 

定期 

施設所管課 � 施設内に据え置いた施設利用の満足度アンケー

トにより，利用者の声を把握する。  

� 利用者は，回答した調査用紙は投函箱に投函する

（回答内容が指定管理者職員の目に触れないよ

う工夫すること）。 

� 施設所管課が定期的に回収し，その内容を分析す

る。分析により得られた課題について，その対応

策等を指定管理者と協議する。 

� 満足度調査の結果は，施設内への掲示やホームペ

ージ等により公表する。 
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［施設利用の満足度調査に関する留意点］ 

� 満足度調査を実施するに当たっては，指定管理者実施分と施設所管課実施分の時期

をずらすなどして，利用者に混乱をきたさないよう注意すること。 

 

⑧利用者会議 

実施主体 内容等 時期 

指定管理者 

施設所管課 

� 利用者の声をより積極的に把握するため，利用者

会議を実施する。 

必要に応じ 

［利用者会議に関する留意点］ 

� 一部団体の意見に偏重されないよう，委員等の選任に留意すること。 

 

⑨第三者評価 

実施主体 内容等 時期 

第三者機関 

（委託業者） 

� 指定管理者でも施設所管課でも利用者でもない

第三者の視点で客観的に評価する。 

指定期間中に一

度 

［第三者評価に関する留意点］ 

� 評価機関は，評価する施設の運営に精通している事業者が望ましい。 

�  
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３ 総合・中間評価シートの評価基準 

 

（１）評価区分と評価基準 

総合評価シートは，①項目別評価，②総括評価，③総合評価の 3 つの評価区分で

構成されています。 

各々の評価区分における評価基準は項目により 3 段階または 2 段階とし，詳細は

下記のとおりとします。 

 

①項目別評価 

（3 段階評価の場合） 

Ａ 
仕様書，協定書，事業計画等の水準以上の内容で，評価基準に掲げられて

いる内容を実施できている。 

Ｂ 
仕様書，協定書，事業計画等の水準に概ね沿った内容で，評価基準に掲げ

られている内容を実施できている。 

Ｃ 評価基準に掲げられている内容を実施できていない。 

 

（2 段階評価の場合） 

Ａ 評価基準に掲げられている内容を実施できている。 

Ｃ 評価基準に掲げられている内容を実施できていない。 

 

 

②総括評価 

Ａ 評価基準が全てＢ以上であり，かつＡが 7 割以上である。 

Ｂ 評価基準が全てＢ以上である（Ａ以外）。 

Ｃ 評価基準にＣが含まれている。 

 

 

③総合評価 

Ａ 【総括】が全てＢ以上であり，かつＡが 2 つ以上ある。 

Ｂ 【総括】が全てＢ以上である（Ａ以外）。 

Ｃ 【総括】にＣが含まれている。 

 

 

（２）評価項目 

総合評価シートの評価項目に基づき評価することを基本とします。 

ただし，仕様書や協定書の内容，施設の設置目的や事業内容，指定管理者である

団体の性質，管理運営状況等により，個々の評価項目を変更する必要がある場合は，
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指定管理者と協議の上，施設所管課が定めるものとします。 

 

 

（３）モニタリングの結果について 

施設所管課は，総合評価シートによるモニタリングの結果について，今後の課題

や取組方針と併せて，指定管理者選定委員会に報告します。 

また，総合評価シートは，市ホームページで公表します。 
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基 本 様 式 
 

� 指定管理者総合評価シート 

� 施設利⽤の満⾜度アンケート 
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［指定管理者総合評価シート］ 
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［施設利⽤の満⾜度アンケート］ 

 


